
南砺市スポーツ協会横断幕等設置補助金交付要綱 

 

 

南砺市スポーツ協会に加盟する団体（以下「加盟団体」という。）が全国大会等に出場する選手の横断

幕又は懸垂幕（以下「横断幕等」という。）を設置した場合に、申請に応じて補助金を交付するものとし、

必要な事項を定める。 

 

１．補助対象者 

南砺市スポーツ協会に加盟し、下記の選手の横断幕等を設置した団体 

(1) 南砺市内に在住する中学生以上で、県大会より上位の大会に出場する選手 

(2) 前号で掲げるもののほか、会長が特に必要と認めるもの 

 

２．補助金額 

設置する旧町村地域ごとに、１回あたり１万円を交付する。 

 

３．補助回数 

１団体につき、旧町村地域ごとに年間５回までとする。 

 

４．交付要件 

横断幕等には、「南砺市スポーツ協会」を記載すること。 

 

５．補助金交付の申請 

横断幕等を設置した団体は、南砺市スポーツ協会に横断幕等設置補助金交付申請書を提出する。 

 

附 則 

この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和６年４月２７日から施行する。 

 


